
2022 年 11 月 14 日 

 
吸収合併に関する事前開示書面 

 
東京都品川区東品川二丁目 2 番 20 号 

株式会社ワイヤレスゲート 

代表取締役 濵 暢宏 

 

当会社を吸収合併存続会社、株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ（本店所在地：東京都品川

区東品川二丁目 2 番 20 号）を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本件合併」といいます。）に

関する、会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に定める事項は下記のとおりです。 

 

記 

1. 吸収合併契約の内容 

 別紙 1 のとおり。 

 

2. 会社法第 749 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 

 当会社は吸収合併消滅会社である株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボの発行済株式の

全てを保有しているため、本件合併に際して、吸収合併消滅会社の株主に対して、その有する

吸収合併消滅会社株式に代わる金銭等は交付しません。 

 

3. 吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 別紙 2 のとおり。 

 

4. 吸収合併消滅会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その

他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 該当事項はありません。 

 

5. 吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その

他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 該当事項はありません。 

 

6. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務（異議を述べることができる

吸収合併存続会社の債権者に対して負担する債務に限る。）の履行の見込みに関する事項 

本件合併時における吸収合併消滅会社の資産の額は 97,451 千円、負債の額は 180 千円となる

見込みです。 

当会社の 2021 年 12 月 31日現在の貸借対照表における資産の額は 2,715,296 千円、負債の額

は 2,144,322 千円、純資産の額は 570,974 千円であり、その後、これらの額に重大な変動は生

じておりません。 

また、本件合併の効力発生日までに当会社の資産及び負債の状態に重大な変動を生じる事態

は、現在のところ予測されていません。 

以上より、本件合併後における当会社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みであり、

当会社の負担する債務については、本件合併の効力発生日以降も履行の見込みがあると判断し

ております。 

 

以上 



別紙 1： 合併契約書 

別紙 2： 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボの第 10 期（2021 年 12 月期）に係る計算書類

等（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び事業報告並びに

監査報告） 

 



別紙１







 
第 10 期 報告書 

（ 
令和３年 １月 １日から 

） 
令和３年 12 月 31 日まで 

 

 

事 業 報 告 

貸 借 対 照 表 

損 益 計 算 書 

株主資本等変動計算書 

個 別 注 記 表 

附 属 明 細 書 

事 業 報 告 附 属 明 細 書 

 

 

株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ

別紙２



 

事 業 報 告 

（ 
令和３年 １月 １日から 

） 
令和３年 12 月 31 日まで 

 

１．会社の現況に関する事項 

（１）事業の経過及び成果 

当事業年度におけるにおけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染防止対策として緊急事態宣言

が発令されるなど経済活動への制約が続いており、依然として先行きが不透明な状況が続いておりま

す。 

このような経済環境の中で、当事業年度における業績は、営業損失 114 千円、経常損失 124 千円、

当期純損失 304 千円となりました。 

 

（２）その他株式会社の現況に関する重要な事項 

   該当事項はありません。 

 

 



 

貸 借 対 照 表 

（令和３年 12 月 31 日現在） 

（単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産 97,451 流動負債 180 

現金及び預金 97,449 未払法人税等 180 

前払費用 1   

    

    

    

  負債合計 180 

  （純資産の部）  

  株主資本 97,271 

  資本金 50,000 

  資本剰余金 50,000 

  資本準備金 50,000 

  利益剰余金 △2,728 

  その他利益剰余金 △2,728 

  繰越利益剰余金 △2,728 

  純資産合計 97,271 

資産合計 97,451 負債・純資産合計 97,451 

 



 

損 益 計 算 書 

（ 
令和３年 １月 １日から 

） 
令和３年 12 月 31 日まで 

 

（単位：千円） 

科目 金額 

売上高  － 

売上総利益  － 

販売費及び一般管理費  114 

営業損失  △114 

営業外費用   

雑損失 9 9 

経常損失  △124 

税引前当期純損失  △124 

法人税、住民税及び事業税 180 180 

   

当期純損失  △304 

 
 
 



 

株主資本等変動計算書 

（ 
令和３年 １月 １日から 

） 
令和３年 12 月 31 日まで 

 

（単位：千円） 

  

株 主 資 本 

純資産合計 
資 本 金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

株 主 資 本 
合 計 資本準備金 資本剰余金 

合 計 

その他利益 
剰 余 金 利益剰余金 

合 計 繰 越 利 益 
剰 余 金 

令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 
残 高 

50,000 50,000 50,000 △2,424 △2,424 97,575 97,575 

事業年度中の変動額        

当 期 純 損 失 － － － △304 △304 △304 △304 

株 主 資 本 以 外 の 
項 目 の 事 業 年 度 中 
の 変 動 額 ( 純 額 ) 

－ － － － － － － 

事 業 年 度 中 の 
変 動 額 合 計 

－ － － △304 △304 △304 △304 

令和３年1 2月 3 1日 
残 高 

50,000 50,000 50,000 △2,728 △2,728 97,271 97,271 

 



 

個別注記表 

 
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定） 

  

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

工具、器具及び備品   ３年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 

  なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいております。   
  

(3) 引当金の計上基準 

 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

  

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

    

２．会計方針の変更に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

３．株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項   

株式の種類 
当 事 業 年 度 
期 首 の 株 式 数 

当 事 業 年 度 
増 加 株 式 数 

当 事 業 年 度 
減 少 株 式 数 

当 事 業 年 度 
末 の 株 式 数 

普通株式     2,000株    －株 －株     2,000株 
  
 

 



 

附 属 明 細 書 

（ 
令和３年 １月 １日から 

） 
令和３年 12 月 31 日から 

 
１．有形固定資産及び無形固定資産の明細 

  該当事項はありません。 

（注）１．当期増 

２．引当金の明細 

  該当事項はありません。 
 
３．販売費及び一般管理費の明細 

（単位：千円）

科目 金額 摘要 

支払手数料 25  

租税公課 21  

業務委託費 68  

合計 114  

 



 

事業報告に係る附属明細書 

（ 
令和３年 １月 １日から 

） 
令和３年 12 月 31 日まで 

 

 

 

事業報告内に記載のとおりであります。 

他に補足すべき重要な事項はありません。 

 



 

監査役の監査報告書  

 
監 査 報 告 書 

 

 私は、令和３年１月１日から令和３年 12月 31 日までの第 10 期事業年度の取締役の職

務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査の方法及びその内容 

私は、取締役と意思疎通を図るとともに、取締役会に出席し、取締役からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務

及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告

及びその附属明細書について検討いたしました。 

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書

について検討いたしました。 

 

２．監査の結果 

 (1) 事業報告等の監査結果 

  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。 

  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大

な事実は認められません。 

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点 

において適正に表示しているものと認めます。 

 

令和４年９月 21 日 

株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 

 

監 査 役  井 上 章     
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